
３．最低制限価格制度の増加について（建設業部会） 

 

現在、三島市が発注する建設工事の入札においては、低入札価格調査制度で行われる

ことが多くなっています。低入札価格調査制度では過度な価格競争が収まらず、中には

予定価格の６７％で受注したといった事例も散見されます。 

そこで、現在の低入札価格調査制度での入札を減らし、最低制限価格制度を多く採用

していただくよう要望します。最低制限価格制度を多く採用することによって過度な価

格競争が減り、ダンピングの防止につながります。 

また、低入札価格調査制度においても、調査基準価格の９０％を失格基準にするなど

下限値を決めて頂くことを要望します。 

 

回答（財政課） 

市では、予定価格 5 千万円以上の建設工事と総合評価落札方式に低入札価格調査制度

を適用しています。令和 4 年度の工事発注件数 90 件のうち、低入札価格調査対象工事

は２割にあたる 18 件でした。このうち実際に低入札価格調査に該当したのは 10 件で、

内容としては 80%台の落札率が大半を占め、70%を下回ったのは 2 件でございました。 

現在、調査基準価格を下回る入札がされた場合、低入札価格調査会を開催し、落札決

定の可否を個別に判断しております。調査会においては、下請契約予定者とその工種、

予定金額等や、品質、安全管理をどのように確保するのかなどを総合的に確認しており、

ダンピング受注を排除していることから、低入札にかかる失格基準価格は設けておりま

せん。 

あわせて、調査対象となった工事の施工においては、品質や履行が適正であることを

踏み込んで確認するなど、監査・検査を強化することにより不適格業者の参入や不良工

事の発生を防止しています。 

ご要望の低入札価格調査対象工事を減らし最低制限価格制度を多く採用することに

つきましては、低入札価格調査制度適用対象を沼津市、富士市、富士宮市と同額の予定

価格 5 千万円以上としていること、また、低入札価格調査における失格基準価格の導入

につきましては、調査及び監査・検査体制の適切な運用によりダンピング受注を排除し

ていることから、現状の運用で制度の実効性が確保されていると考えておりますのでご

理解くださいますようお願いいたします。  

  


